
第 4 回東大阪市新水道ビジョン懇話会（書面開催） 議事概要 

 

１．開催概要 

 

期 間 令和 2年 11月 25 日（水）～12 月 1 日（火） 

議 事 （案件１）ひがしおおさか水道ビジョン 2030（素案）について 

配布 資料 資料－１ ひがしおおさか水道ビジョン 2030（素案） 

資料－２ ひがしおおさか水道ビジョン 2030【概要版】（素案） 

資料－３ 今後のスケジュール 

資料－４ 【補足説明】ひがしおおさか水道ビジョン 2030（素案）につ

いて 

別添―１ 第４回東大阪市新水道ビジョン懇話会書面会議に係る意見に

ついて 

参考－１ 第３回懇話会会議録 

 

２．各案件に対する意見および回答 

 

① 【案件１】ひがしおおさか水道ビジョン 2030（素案）について 

 

No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

1 ・ 施策のうち、④、⑥、⑦、⑩、

⑬、⑭が特に重点施策に選定さ

れていますが、その理由を明示

した方が良いと思います。例え

ば同等規模の地方自治体に比

べて著しく劣位である等。 

・ 重点施策は、改正水道法の主

旨、環境の変化、市政マニフェ

スト及びさらに必要と考えら

れる取り組みを踏まえて設定

しています。ご意見のとおり、

Ｐ27 で重点施策がわかるよう

するとともに、設定理由を追記

します。 

資料-1 

P.27 

2 ・ ビジョンの一つである「災害に

備えた強靭な水道」では、具体

的な施策として「地域・他事業

体・企業との連携の推進」を謳

っています。災害時の自助・共

助についても記載してあり、ま

た施策⑬では、広域連携・官民

連携も謳っています。したがっ

て SDGs(p.29)の中の「17 パ

ートナーシップで目標を達成

しよう」も東大阪市水道事業の

SDGs への取り組みに含まれ

ると思います。 

・ ご意見の施策⑧及び施策⑬に

加えて施策⑭は、SDGs ゴール

17「パートナーシップで目標

を達成しよう」のターゲット

17.17「効果的な公的・官民・

市民社会のパートナーシップ

を推進する」に該当すると考え

られるため、Ｐ29にゴール17

を追加し、実現方策４、６及び

７を関連するものとします。 

 

 

 

資料-1 

P.29 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

・ 加えて、SDGs のゴール 6 に

ついてですが、5. 経営基盤の

強化と 6. 組織運営の強化・効

率化は、ゴール 11 にも当ては

まると思います。 

 

 

・ また水道事業が取り組むゴー

ル 7 には環境への配慮とだけ

書いてありますが、具体的にど

のような配慮がなされている

のか明記した方が良いと思い

ます。 

 

 

 

・ 3. 水道施設のレベルアップと

4.危機管理のレベルアップは、

ゴール 6 にも当てはまると思

います。関連する実現方策は各

ゴールで重複していても構わ

ないと思います。 

・ ご意見のとおり、実現方策５及

び６において持続可能な水道

経営を目指すことは、SDGs ゴ

ール 11「住み続けられるまち

づくりを」にも関連すると考え

られるため、Ｐ29 にその内容

を追加します。 

・ Ｐ29 表の右端列「関連する実

現方策」に記載している番号・

方策は、Ｐ26 に記載する実現

方策と対応しており、該当実現

方策の各施策のページでその

取り組み内容を記載する構成

としておりますが、ご意見を参

考にＰ29 の表に該当するペー

ジ番号を記載します。 

・ SDGs ゴール６「安全な水とト

イレを世界中に」で目指される

のは、すべての人々への飲料

水、トイレ、下水施設・衛生設

備の提供であり、ターゲット

6.1「安全・安価な飲料水の普遍

的・衡平なアクセスを達成す

る」が本ビジョンと主に関連す

ると考えています。実現方策３

及び４は、やはり SDGs ゴール

11 の強靭（レジリエント）と

いう目標と密接に関係してい

ると考えています。 

３ ・ 計画的な管路更新のポイント

において”アセットマネジメ

ントを活用”とありますが、こ

この所、厚生労働省の後ろ盾で

運用権によって、問題を他所に

委ねて解決ということになる

ようではと、もっと詳しく”ア

セットマネジメントを活用”

について、説明いただきたく思

います。 

・ 料金、水質、給水範囲、料金以

外の費用の負担など、つまる

所、水道の利用者による完全負

担で公共インフラの考えが無

くなるのではと危惧します。要

は民間事業者による合理的経

・ アセットマネジメント（Asset 

Management）は「資産管理」

を意味し、施設更新と維持補修

を組み合わせて資産を維持管

理する仕組みであり、先般の水

道法改正でもその推進が求め

られています。 

配水池や水道管など多くの資

産を保有する典型的な装置産

業である水道事業にとって、資

産の的確な把握は非常に重要

であることから、本ビジョンで

もその手法を取り入れ、施設管

理の効率化や計画的な施設更

新を目指しています 

また、アセットマネジメントの

資料-1 

P.43 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

営ならまだ理解はできるので

すが、外国企業によるものとな

るのでは、水道局の立ち位置は

どうなるのでしょうか。海外の

例では良い話しを聞いたこと

はありませんので。 

ポイントについてはＰ54 に記

載しています。 

・ ご意見の「運営権」については、

先般の水道法改正に盛り込ま

れたコンセッション方式であ

ると推察しますが、これは運営

方法の選択肢を広げるもので

あり、水道事業は原則として市

町村が経営することに変わり

ありません。運営権を売却した

としても、その事業を常に監視

し、公共団体が事業の継続に責

任を持つものとなっています。 

・ なお、本市の水道事業につきま

しては、これまで同様に公設公

営の事業運営に努めていきま

す。 

4 ・ P.54 の今後の取り組み―「◆

アセットマネジメントのポイ

ント」の中の図についてです

が、中長期計画の 40 年から逆

算して、今後 10 年を対象とす

るひがしおおさか水道ビジョ

ン 2020 が成り立っている様

に上図では説明されています

ので、下図ではこれから 10 年

間は「施設更新への投資可能

額」＞「今後必要な施設更新費

用」であり、更新需要に対応で

きるという印象を与えていま

す（下左図、下中図）。また 10 

年後に水道料金の値上げがな

されるという印象（下左図）も

与えています。下図はあくまで

アセットマネジメントのイメ

ージ図であることを付記した

方が良いと思います。実際は

R4 と R 9 年に水道料金値上

げが企図されています。 

 

・ ご意見のとおり、Ｐ54 の図は

イメージであるため、その旨追

記します。また、概要版にも追

記します。 

資料-1 

P.54 

5 ・ P.55 「東大阪市の現状と課

題」のなかで、「一方で、東大阪

市の１ヵ月 20m3 の家庭用水

道料金は、、、」は、20 ㎥の誤植

だと思われます。 

・ ご意見のとおり、修正します。 資料-1 

P.55 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

6 ・ P.56 施策における管理指標

（ＫＰＩ）の指標項目と P83 

の「(3) 健全な経営を持続でき

る水道」のところで、料金回収

率が記載されていますが、これ

が R1 では、97.3%となって

いますので、東大阪市は原価割

れで水を供給していると考え

てよろしいでしょうか。もしそ

うなら、原価割れ供給に至った

原因を知りたいと思いました。 

・ お見込みのとおりです。本市で

は料金回収率が100％以下、つ

まり原価割れの状況が続いて

いますが、料金収入以外の収益

により経常収支比率は 100％

以上で推移していることから、

一定の健全経営に努めてきた

ところです。今後も水需要減少

による減収が見込まれる中、計

画的な施設整備を実施しつつ

経営基盤の強化を図るために

は料金回収率の目標達成が最

低限必要と考えています。 

資料-1 

Ｐ.56 

7 ・ SDGｓの観点からも「作る責

任・使う責任」を念頭に置き、

経営の持続・災害に備えての強

靭な水道・お客様へのサービ

ス・環境への配慮など収支が民

間企業的に市民への心遣いば

かり考えずに、やり遂げられる

料金設定が必要と思います。 

・ ご意見のとおり、積極的に取り

組んでいく必要があると認識

しています。本ビジョンの基本

理念を達成するためにも、経

営・事業の効率化を図るととも

に、必要な財源確保を推進して

いきます。 

資料-1 

P.55-56 

8 ・ 大阪府の知事が「水道事業を府

全体で事業展開したらよい」と

の発言もありますので、大阪府

と大阪市との事だけでなく売

買システムをなくし府全体の

料金一律化にしたらよいと思

います。 

・ 大阪府は、大阪府水道整備基本

構想（おおさか水道ビジョン）

の中で、「大阪広域水道企業団

を核とした府域水道の更なる

広域化を推進することとし、大

阪市を含む府域一水道を目指

す」ことを掲げており、最終的

にご意見にあるような府域一

水道・水道料金の統一を目指し

ています。 

・ 本市においては、大阪府等の広

域連携に関する協議会に継続

的に参画するとともに、企業団

との統合を含めた広域連携に

向けた取り組みの検討を積極

的に進めていきます。 

資料-1 

P61-62 

9 ・ ８つの実現方策と１８の施策

について：事業としてあらゆる

視点から考慮し、頑張っている

こと良くわかります。でもわか

っていない市民が殆どです。水

道料金が高いとばかり主張し

ていますが、事業としてのわか

りやすい PR が必要と思いま

・ 第 1 回懇話会の中で委員の皆

様から頂いたご意見も踏まえ

て、ビジョン概要版は、ビジョ

ンや施策のポイントがわかり

やすいよう留意しました。特に

水道事業の厳しい現状を理解

していただきやすいようにイ

ラストなどを用いた表現にし

資料-1 

P.63-64 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

す。 ています。 

・ 「わかりやすい PR」という点

では、本ビジョンの「施策⑭広

報・広聴手法の充実」の取り組

みを推進することで、多くの市

民の方々に水道事業に関心を

持っていただけるよう努めて

いきます。 

10 ・ ビジョンに記載されている通

り、近年大規模災害が顕在化し

ている。災害により、断水など

が発生した場合、復旧の目途

や、給水拠点の配備など、いち

早く市民に、緊急時の対応を知

らせる必要があると思います。

その点について記載がないの

であれば、緊急時の広報体制に

ついて、ビジョンにも触れてお

く必要があると思います。 

・ ご意見の内容は施策⑭の取り

組み「戦略的な情報提供・ＰＲ

の推進・充実」に包含している

と考えていましたが、重要な内

容であり、記述内容が不足して

いたため、説明を追加するとと

もに、「現状と課題」にも緊急時

における現状の広報について

記載します。 

資料-1 

P.63-64 

11 ・ P.74 の「1. 投資の見通し」で

R4 と R5 には庁舎の整備費

として合計 20 億円が見込ま

れていますが、その費用の内訳

と妥当性についての説明が必

要だと思います。R4 に 13%

の料金値上げが見込まれてい

ますので、箱物代のために市民

に負担増を強いるような印象

を与えかねません。 

・ 庁舎整備は長年の課題であり、

現庁舎は老朽化・耐震性能不足

の問題から対応が求められて

いるところです。施策⑥のＰ

47 にも取り組みとして記載し

ており、防災拠点としての庁舎

整備を推進する考えです。しか

しながら、丁寧な説明によって

ご理解いただく必要があると

認識しています。 

資料-1 

P.74 

12 ・ R4 と R9 にそれぞれ 13%と

10%の値上げが企図されてい

ることを鑑み、P.75 の料金値

上げの際のシミュレーション

方法について、もう少し詳しく

知りたいと思いました。 

・ シミュレーションの考え方は

６章記載の投資額、方針及びＰ

78 に示す内容に加えて、Ｐ

56、Ｐ83 に記載する管理指標

（ＫＰＩ）の料金回収率が

100％以下とならないことを

条件としています。 

資料-1 

P.75 

13 ・ P.80 の図では、毎年 PDCA サ

イクルを回し、フォローアップ

（進行管理）する（i.e.プロセス

評価を実施）と記載されていま

すが、毎年、中間目標値に到達

する経路に乗っているか評価

(C:Check)し、5 年でいったん

中間目標の値を見直し、10 年

後の目標である最終目標値の

・ お見込のとおりです。毎年度の

進捗管理により、目標に向けた

達成状況を評価するとともに、

5年後に中期実施計画のフォロ

ーアップ（評価）を実施したう

えで、必要に応じて目標値を見

直します。また、Ｐ80 中段の

図にＰ４で記載したように、５

年でビジョンを見直すことが

資料-1 

P.80 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

達成を目指すという解釈でよ

ろしいでしょうか。 

わかるよう修正します。 

14 ・ 管理指標一覧表（全体）：業務指

標（PI）のナンバーが記載され

ていますが、一般住民には不要

な情報ですので、差し支えがな

ければ削除した方が良いと思

います。 

・ ご意見のとおり市民の方には

不要な情報だと考えられます

が、ビジョンの進行管理や他の

水道事業体の方には理解・利用

しやすい情報であるため表記

は残させていただき、市民の方

もその意味が理解いただける

よう注釈に説明を記述します。 

資料-1 

P.81-83 

15 ・ 管理指標一覧表（全体）：優位性

「↓」「↑」の意味がわかりにく

いので、表現を変えるか注釈が

必要と思います。 

・ 「優位性→指標の優位性」に表

現を変更し、注釈に説明を記述

します（↑：高い方が望ましい、

↓：低い方が望ましい）。 

資料-1 

P.81-83 

16 ・ 管理指標一覧表（安全・安心）：

実現可能性を意識した表現な

のは理解できますが、可能な限

り、目標数値に曖昧さを表す

「程度」という表現は付けるべ

きではないと思います。最初か

ら諦めているように見えてし

まいます。 

・ ご意見のとおり、お客さまの協

力が無ければ達成が困難であ

ったり、財源の制約により確実

な達成が見込めないものにつ

いて、実現可能性を見据えて目

標値に「程度」という表現をし

ていましたが、ご意見を参考に

表現を改めさせていただきま

す。また、実現可能性に関する

前述の旨を注記することとし

ます。 

資料-1 

P.81 

17 ・ 管理指標一覧表（持続）：現状の

数値に対して、目標値が望まし

い方向とは逆行して設定され

ている項目（つまり悪い言い方

をすると、目標設定の段階で既

に諦めている項目）がいくつか

あります（「給水収益に対する

企業債残高の割合」「建設副産

物のリサイクル率」）。これらに

ついては、目標設定の妥当性

（そのように設定してもなぜ

問題がないか）について丁寧な

説明が必要だと思います。 

・ ご意見のとおり、優位性とは逆

行して設定されていることと

なっていますが、その理由は以

下のとおりです。また、７章に

その理由を注記させていただ

きます。 

 

「給水収益に対する企業債残高の

割合」：これからの水道施設の更新

需要増大によって多額の建設改良

費が必要となることから、企業債残

高は上昇することが避けれない状

況である一方、借金が増えることに

なるため、将来世代へ過度の負担を

残さないよう努めるための目標値

となっています。 

 

「建設副産物のリサイクル率」：リ

サイクル可否は現場で発生した副

産物の状態や性状に影響され、指標

資料-1 

P.83 



No 意見または質問 回 答 等 該当箇所 

の増減を把握することが困難なた

め、過去３年間の実績値の最小値で

設定しています。 

18 ・ 管理指標一覧表（持続）：「イン

ターネットによる情報提供度」

は、事業体からの一方的な広報

実績の指標であり、また、更新

回数が多いから良いというも

のでもないと思います。例え

ば、広報の有効性を指標化する

のであれば、「ホームページへ

のアクセス件数」などの方が適

切かもしれません。更新回数で

も構いませんが、技術的な対応

の可否をふまえながら、できる

限り実効性のある指標をご検

討ください。 

・ ご意見のとおり、広報の有効性

を計るものとはなっておりま

せんが、本市水道事業が現状不

足している広報業務を積極的

に実施するために設定してい

ます。 

・ 一方で、広報の有効性という点

では、災害や事故などの危機事

象の発生時以外でも、市民の方

から情報にアクセスをしてい

ただく機会を増やしていくこ

とが重要であると認識してい

ます。広報の有効性については

ビジョンの取り組みと並行し

て検討させていただきます。 

資料-1 

P.83 

 

  



３．ご意見にもとづく本編・概要版の修正箇所 

 

修正箇所※ 修正内容 
関連するご意見 

（2.の表中の No.参照） 

本編 

P.27,28 

・ P.27 に「18 の施策」の項を追加し、重点施策に

ついての補足説明を記載しました。 

・ P.28 の図中で重点施策が分かるように修正しま

した。 

No.1 

本編 

P.30 

・ 施策に関連する SDGs のゴールとして、ゴール１

７（パートナーシップで目標を達成しよう）を追加

しました。 

・ SDGs の各目標に対し、関連する実現方策だけで

なく、関連する施策を追加するとともに、取り組み

内容が具体的に分かるように本編での該当ページ

を追加いたしました。また、各目標に関連する実現

方策及び施策について、ご意見を踏まえて追加・修

正しました。 

No.2 

本編 

P.55 

・ 「アセットマネジメントのポイント」の説明文中

の図について、イメージであることが分かるよう

に、図のタイトルを追加しました。 

No.4 

本編 

P.56 

・ ご指摘いただきました誤植を修正いたしました

（「m3」⇒「m3」）。 

No.5 

本編 

P.64,65 

・ 施策⑭における「現状と課題」「今後の取り組み」

に、緊急時の広報体制に関する内容を追記しまし

た。 

No.10 

本編 

P.81 

・ ビジョンの進行管理の図（P.81 中段の図）につい

て、5 年後のビジョン見直しを行うことが分かる

ようにしました。 

No.13 

本編 

P.82-84 

・ 業務指標 PI に関する注釈を追加しました。 

・ 「優位性」⇒「指標の優位性」に修正し、指標の優

位性に関する注釈を追加しました。 

・ 「程度」の表現を改めるとともに、目標値の実現可

能性に関する補足説明を注釈に追記しました。 

・ 指標の優位性に対し目標値が逆行して設定されて

いる指標項目（給水収益に対する企業債残高の割

合、建設副産物のリサイクル率）について、設定の

理由を注釈に追加しました。 

No.14,15,16,17 

概要版 

うら面 

・ 「アセットマネジメントのポイント」の図につい

て、イメージであることが分かるように、図のタイ

トルを追加しました。 

No.4 

※修正箇所のページは、修正後のページ番号を記載しています。 


